
議
員
提
出
第
二
十
二
号
議
案

農
業
農
村
整
備
事
業
関
係
予
算
の
確
保
を
求
め
る
意
見
書

農
業
農
村
整
備
事
業
は
、
国
民
に
安
心
・
安
全
な
食
糧
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
の
農
業
生
産
力
を
支

え
る
と
と
も
に
、
国
土
保
全
や
水
源
涵
養
等
農
業
・
農
村
が
有
す
る
多
面
的
機
能
を
維
持
す
る
大
き
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
国
の
農
業
農
村
整
備
事
業
予
算
は
、
平
成
二
十
二
年
度
に
対
前
年
度
比
三
十
七
％
の
二
千
億
円

余
り
に
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
以
降
三
年
間
横
ば
い
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
新
政
権
の
も
と
回
復
基
調
に
あ

る
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
必
要
額
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
で
あ
る
。

全
国
の
農
業
水
利
施
設
は
今
後
随
時
耐
用
年
数
を
迎
え
、
そ
の
更
新
費
用
は
毎
年
約
五
千
億
円
が
必
要
と

言
わ
れ
て
い
る
。
県
下
に
お
い
て
も
農
業
水
利
施
設
の
大
半
が
更
新
時
期
に
来
て
い
る
が
、
予
算
の
不
足
に

よ
り
、
地
域
が
熱
望
す
る
更
新
、
改
修
事
業
に
着
手
で
き
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
け
ば
、
国
の
目
指
す
「
攻
め
の
農
林
水
産
業
」「
国
土
強
靱
化
」「
競
争
力
強
化
」

の
展
開
や
農
業
・
農
村
が
有
す
る
多
面
的
機
能
の
発
揮
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
国
民
全

体
の
損
失
に
繋
が
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
お
か
れ
て
は
、
こ
う
し
た
危
機
的
な
状
況
を
踏
ま
え
、
農
業
農
村
整
備
事
業

の
役
割
を
十
分
考
慮
の
う
え
、
平
成
二
十
七
年
度
農
業
農
村
整
備
事
業
関
係
予
算
に
つ
い
て
、
十
分
な
額
を

確
保
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
十
八
日
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